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(57)【要約】
【課題】処置具起立台を起伏操作する機構として、長尺
のレバーを用いて、大きな回動角を持たせても、円滑か
つ安定的な動作を可能にする。
【解決手段】側視内視鏡１の挿入部３を構成する先端硬
質部３ｃに側部隔壁１４ｃで区画された処置具起立空間
１４とレバー収容空間１７とが形成され、処置具起立空
間１４内には処置具起立台１５が設けられ、この処置具
起立台１５の回動軸１６はレバー収容空間１７に延在さ
せて、操作ワイヤ２６により遠隔操作で回動する従動レ
バー１８と連結されており、側部隔壁１４ｃには回動軸
１６の回動中心を中心とした円弧状のガイド溝４２が形
成され、従動レバー１８には、ガイド溝４２に係合する
突起が設けられている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体操作部に連結した挿入部の先端硬質部には、照明部及び観察部からなる内視鏡観察手
段が側面に設けられ、また処置具起立台が装着され、前記側面に処置具導出口として開口
する処置具起立空間が形成されて、この処置具起立空間には前記挿入部の軸線方向に延在
させた処置具挿通路を接続する構成とした側視内視鏡において、
　前記先端硬質部に側部隔壁を設け、前記処置具起立空間から区画形成したレバー収容空
間が形成され、前記処置具起立台に回動軸が連結されて、この回動軸は前記側部隔壁を貫
通して前記レバー収容空間内に延在させ、このレバー収容空間に設けた前記レバーと連結
し、
　前記レバーには、前記本体操作部に設けた起立操作手段の操作により押し引きされる操
作伝達手段が連結され、
　前記側部隔壁と前記レバーとの間には、このレバーを回動方向にガイドするレバーガイ
ド機構を設ける
構成としたことを特徴とする側視内視鏡。
【請求項２】
前記レバーガイド機構は、前記側部隔壁に形成され、前記回動軸を中心とする円弧状のガ
イド溝と、前記レバーに設けられ、前記ガイド溝に沿って摺動する突起とから構成したこ
とを特徴とする請求項１記載の側視内視鏡。
【請求項３】
前記処置具起立台は、処置具を前記処置具導出口から導出可能な最小角度位置に保持され
、前記レバーを回動させることによって、前記最小角度位置から処置具の導出方向の最大
角度位置まで起立動作範囲内での起伏操作が行われ、また前記処置具起立台は、前記処置
具挿通路の前方位置を開放させるために、前記最小角度位置よりさらに小さい角度にまで
倒伏可能な構成としたことを特徴とする請求項１または請求項２記載の側視内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部の先端側部から処置具を導出する方向を制御するために設けられ、処
置具起立台を本体操作部から遠隔操作するに当って、その操作性を良好にするようにした
側視内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は本体操作部に挿入部を連結して設けたものであり、挿入部は本体操作部に連結
して設けた軟性部と、この軟性部の先端部を構成する湾曲部と、湾曲部の先端における先
端硬質部とから構成される。挿入部の先端には、照明部と観察部とからなる内視鏡観察手
段が設けられ、この鉗子その他の処置具を挿通させる処置具挿通路を備えている。内視鏡
観察手段による観察視野の方向と処置具挿通路における処置具の導出方向とは同じ方向と
するが、その方向は、挿入部の軸線の延長方向に向けた直視内視鏡と、挿入部の軸線に対
して概略直角方向を視野範囲とする側視内視鏡とがある。
【０００３】
　側視内視鏡の場合には、挿入部の先端硬質部の側面に平坦部を形成して、この平坦部に
照明窓と観察窓とが設けられる。また、処置具を導出するための処置具導出口もこの平坦
部に形成される。先端硬質部の側面に設けた照明窓にはライトガイドの出射端が臨み、ま
た観察窓には固体撮像手段が装着される。ライトガイドは曲げ方向に可撓性を有するもの
であり、固体撮像手段から引き出された信号ケーブルも曲げ方向に可撓性を有するもので
ある。従って、これらは先端硬質部内で概略９０度曲げられて、挿入部から本体操作部に
まで延在される。
【０００４】
　処置具挿通路は、本体操作部から挿入部の軸線方向に向けた可撓性のある通路から構成
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される。先端硬質部には、その側面に開口する処置具導出口に通じる空間が形成されてお
り、この空間に処置具起立台が装着される。従って、この空間が処置具起立空間であり、
本体操作部から延在させた処置具挿通路を処置具起立空間に接続する。処置具起立台は処
置具挿通路に挿入された処置具を方向転換させて、処置具導出口の方向に向けるようにな
し、またこの処置具の先端を処置部位に対して狙撃するために、処置具起立空間に設けら
れ、遠隔操作により起立操作が行われる。処置具起立台の起立操作を行うために、本体操
作部には起立操作手段が設けられる。そして、この起立操作手段と処置具起立台との間は
操作ワイヤ等からなり、本体操作部側から挿入部の先端部にまで操作力を伝達する操作力
伝達手段を介在させるように構成している。
【０００５】
　一般に、側視内視鏡は、十二指腸鏡として好適に用いられるものである。挿入部を十二
指腸まで挿入して、その内視鏡観察手段を乳頭に対向配置した状態にして検査や適宜の処
置が行われる。この十二指腸鏡に用いられる処置具としては、例えば胆管カニュレーショ
ンチューブや金属ステント等があり、処置具は乳頭から胆管内に挿入される。このように
、先端硬質部に起伏可能な処置具起立台を設けることによって、処置具をターゲットとす
る部位に円滑かつ確実に指向できるように構成されている。
【０００６】
　側視内視鏡における処置具起立機構の構成は、例えば特許文献１に開示されている。こ
の特許文献１によると、挿入部の先端硬質部の側面が平坦化されており、この平坦部に照
明部及び観察部からなる内視鏡観察手段を装着すると共に、処置具導出口を開口させてい
る。挿入部内には、処置具挿通路が設けられており、この処置具挿通路は先端硬質部にお
いて、処置具起立空間に接続されており、前述した処置具導出口はこの処置具起立空間の
開口部となっている。処置具起立台はこの処置具起立空間に配置されて、回動軸を中心と
して前後方向に回動可能となっている。そして、この回動軸にはレバーが連結して設けら
れ、本体操作部側から延在させた操作力伝達手段はレバーに連結されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１３６０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、挿入部は軟性構造となっているので、処置具起立台に連結したレバーと、本
体操作部に設けた起立操作手段との間に介在させた操作力伝達手段も軟性部材から構成さ
れる。特許文献１においては、操作力伝達手段は操作ワイヤから構成され、この操作ワイ
ヤには可撓性スリーブとしての密着コイルに挿通されており、この密着コイルの一端は先
端硬質部に固定されており、他端は本体操作部に固定的に保持されている。さらに、密着
コイルには可撓性スリーブを被着させている。そして、操作ワイヤに引っ張り力が作用す
ると、レバーが回動して、処置具起立台が立ち上がる方向に変位し、つまり起立方向に回
動変位し、操作ワイヤを押し出すと、処置具起立台は倒伏する方向に回動変位することに
なる。
【０００９】
　ここで、回動軸に連結したレバーには、その回動軸への連結部とは反対側の端部に操作
ワイヤが連結される。処置具起立台を軽い負荷で円滑に起伏動作させるためには、レバー
の長さを長くする。また、処置具起立台の起伏動作の角度を大きくすれば、その分だけ処
置具の方向制御性が良好となる。このように、レバーを長尺化させ、また回動角を大きく
すると、操作ワイヤにより駆動されるレバーの動作に安定性が欠けるおそれがある。特に
、操作ワイヤを押し出す方向に操作したときに、レバーの円滑な動きを阻害する可能性が
ある。従って、レバーの長さを長くしたり、回動角を大きくしたりするには限界がある。
【００１０】
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　本発明は以上の点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、処置具起
立台を起伏操作する機構として、長尺のレバーを用いて、大きな回動角を持たせても、円
滑かつ安定的な動作を可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述した目的を達成するために、本発明は、本体操作部に連結した挿入部の先端硬質部
には、照明部及び観察部からなる内視鏡観察手段が側面に設けられ、また処置具起立台が
装着され、前記側面に処置具導出口として開口する処置具起立空間が形成されて、この処
置具起立空間には前記挿入部の軸線方向に延在させた処置具挿通路を接続する構成とした
側視内視鏡であって、前記先端硬質部に側部隔壁を設け、前記処置具起立空間から区画形
成したレバー収容空間が形成され、前記処置具起立台に回動軸が連結されて、この回動軸
は前記側部隔壁を貫通して前記レバー収容空間内に延在させ、このレバー収容空間に設け
た前記レバーと連結し、前記レバーには、前記本体操作部に設けた起立操作手段の操作に
より押し引きされる操作伝達手段が連結され、前記側部隔壁と前記レバーとの間には、こ
のレバーを回動方向にガイドするレバーガイド機構を設ける構成としたことをその特徴と
するものである。
【００１２】
　レバーを回動方向にガイドするために、側部隔壁とレバーとの間にレバーガイド機構が
設けられるが、側部隔壁に回動軸を中心とする円弧状のガイド溝を設け、レバーには、こ
のガイド溝に沿って摺動する突起を設けるようになし、突起をガイド溝に係合させるよう
に構成することができる。また、これとは逆に、側部隔壁に円弧状の突条を形成して、レ
バーにこの突条に係合する溝を形成する構成としても良い。
【００１３】
　先端硬質部に形成した処置具起立空間内に設けた処置具起立台は、レバーにより最小角
度位置と最大角度位置との間に回動操作されるが、常時においては最小角度位置に保持す
るようにする。この状態でも、処置具挿通路に処置具が挿通されたときに、この処置具が
処置具導出口から導出できる構成とする。処置具導出口は先端硬質部の側面において、そ
の軸線方向に長手となっており、処置具起立台を最大角度位置としたときにも、処置具は
処置具導出口から導出可能な角度としている。処置具起立台は、最小角度位置から最大角
度位置までにわたって処置具起立空間に開口する処置具挿通路の前方を覆っている。そし
て、この処置具起立台を処置具挿通路の延長線位置から退避させるために、最小角度位置
より小さい角度位置まで倒伏可能とすることができる。このように構成した場合にはレバ
ーの回動角が大きくなるが、レバーガイド機構によりレバーのガイドを行う構成とするこ
とによって、より安定的な動作を行わせることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　処置具起立台を起伏操作する機構として、長尺のレバーを用いて、大きな回動角を持た
せても、このレバーを円滑で、しかも安定的な動作を行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】側視内視鏡の構成説明図である。
【図２】図１の内視鏡の挿入部における先端部分の外観図である。
【図３】図２の縦断面図である。
【図４】図３のＸ－Ｘ断面図である。
【図５】処置具起立台の起立操作手段の構成説明図である。
【図６】湾曲操作装置の断面図である。
【図７】先端硬質部のレバー収容空間の構成を示す説明図である。
【図８】従動レバーと処置具起立台及び操作レバーの組立体の外観図である。
【図９】本発明の他の実施形態を示すものであって、側視内視鏡の前方視野を確保するた
めに細径の直視内視鏡を組み込んだ状態を示す挿入部の先端部分の断面図である。
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【図１０】図９における処置具起立台を制限外操作モードによる操作を可能にする構成と
した処置具起立操作手段の要部構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。まず、図１において、
１は側視内視鏡であり、この側視内視鏡１は本体操作部２に挿入部３を連結して設け、ま
た本体操作部２からはユニバーサルコード４が引き出されている。挿入部３は、本体操作
部２との連結部から大半の長さは挿入経路に沿って任意の方向に曲がる軟性部３ａであり
、この軟性部３ａの先端部は湾曲部３ｂとなり、さらに湾曲部３ｂの先端位置は先端硬質
部３ｃとなっている。
【００１７】
　図２に側視内視鏡１の挿入部３における先端部分の外観を示す。湾曲部３ｂに連設した
先端硬質部３ｃの側面部には平坦面部１０が形成されており、この平坦面部１０には、内
視鏡観察手段として、照明部１１と観察部１２が設けられている。照明部１１には照明レ
ンズが装着されており、この照明レンズにはライトガイドの出射端が臨んでいる。また、
観察部１２には対物光学系が設けられており、この対物光学系の結像位置には固体撮像手
段が臨んでいる。なお、この照明部１１及び観察部１２の具体的な構成については、周知
であるので、図示及び詳細な説明は省略する。
【００１８】
　ここで、側視内視鏡１としての側視内視鏡は、主に十二指腸鏡として用いられるもので
あり、この種の内視鏡は、口腔を介して挿入されて、食道から胃を経て十二指腸まで挿入
される。十二指腸における腔壁部には胆道に通じる乳頭が開口している。そして、カニュ
レーションチューブやステント等の処置具がこの乳頭を介して胆道内に、また胆道から総
胆管内等に挿入されて、所定の検査や治療等が行われる。このために、側視内視鏡には、
前述した処置具の挿入経路が設けられている。
【００１９】
　処置具の挿入経路における入口部として、図１にあるように、本体操作部２に処置具導
入部５が設けられている。挿入部３における先端硬質部３ｃの概略構成を図３に示す。同
図において、１３は可撓性チューブから構成される処置具挿通路であり、この処置具挿通
路１３は本体操作部２から挿入部３に延在されている。処置具挿通路１３は、挿入部３内
では、軸線方向に向けられており、先端硬質部３ｃに形成した凹部に接続されている。こ
の凹部が処置具起立空間１４であり、この処置具起立空間１４は処置具導出口１４ａとし
て平坦部１１の部位に開口している。処置具起立空間１４は、処置具挿通路１３により挿
入部３の軸線方向に導かれた処置具を処置具導出口１４ａから導出させる方向に向けて方
向転換させるための空間であって、この処置具起立空間１４内には処置具起立台１５が装
着されている。
【００２０】
　処置具起立台１５は、処置具挿通路１３から処置具起立空間１４に導かれた処置具を処
置具導出口１４ａから導出させるに当って、その角度を制御できるようになっている。処
置具起立空間１４は挿入部２の軸線方向に長手となっており、かつ処置具導出口１４ａを
大きく開口させて、処置具の導出方向を制御できる構成としている。処置具起立台１５は
処置具の処置具ガイド面１５ａを有し、本体操作部２側からの遠隔操作により適宜起伏動
作を行わせることができるものである。図３において、実線で示した位置は処置具起立台
１５が最も倒伏させた最小角度位置であり、また一点鎖線で示した位置は処置具起立台１
５が最も起立させた最大角度位置である。この最小角度位置と最大角度位置との間が処置
具起立台１５の起立操作の動作範囲となる。このように、処置具起立台１５の起立操作で
最小角度位置と最大角度位置との間に傾動変位させることによって、この処置具起立台１
５の処置具ガイド面１５ａに沿って摺動するようにしてガイドされて、処置具導出口１４
ａから導出させた処置具の導出方向が制御される。
【００２１】
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　処置具起立台１５は、図４に示したように、回動軸１６により先端硬質部３の処置具起
立空間１４の側部隔壁１４ｂに回動自在に支持されている。そして、回動軸１６は側部隔
壁１４ｂを貫通して、この側部隔壁１４ｂにより区画形成されたレバー収容空間１７内に
延在されており、レバー収容空間１７内で従動レバー１８に連結されている。従動レバー
１８を前後方向に回動させると、処置具起立台１５は回動軸１６の軸回りに回動して起伏
動作が行われることになる。
【００２２】
　図５及び図６に処置具起立台１５の遠隔操作により起伏動作させるための起立台操作手
段の構成を示す。本体操作部２には起伏操作レバー２０が設けられており、起伏操作レバ
ー２０は回転ドラム２１に連結されている。回転ドラム２１は図６に示した湾曲操作装置
３０の中空回転軸３３，３４と同軸に設けられている。回転ドラム２１には取付板２２が
連結されており、この取付板２２は起伏操作レバー２０と一体的に回動する構成としてい
る。取付板２２にはクランク部材２３の一端が軸支されており、このクランク部材２３の
他端はスライドガイド２４に摺動可能に設けたスライダ２５に軸支されている。
【００２３】
　スライダ２５には操作力伝達手段を構成する操作ワイヤ２６が連結されている。図７に
示したように、操作ワイヤ２６は可撓性スリーブ２７内に挿通されており、これら操作ワ
イヤ２６と可撓性スリーブ２７とによりコントロールケーブル２８を構成している。可撓
性スリーブ２７は、その基端部が本体操作部２の内部に固定的に装着されており、先端部
は先端硬質部３ｃにおいて、レバー収容空間１７に通じるように設けた貫通孔２９に固定
されている。そして、操作ワイヤ２６の基端部はスライダ２５に連結され、先端部は従動
レバー１８に連結されている。ここで、可撓性スリーブ２７は密着コイル２７ａと、この
密着コイル２７ａに被装した熱収縮性チューブからなる被覆部材２７ｂとから構成されて
いる。なお、先端硬質部３ｃに設けた処置具起立空間１４は、その端部が処置具導出口１
４ａとして開口しているのに対して、レバー収容空間１７は、コントロールケーブル２８
の可撓性スリーブ２７の先端が固定されて、操作ワイヤ２６が延在される貫通孔２９を除
いて、密閉した空間となっている。
【００２４】
　挿入部３の湾曲部３ｂを遠隔操作で湾曲操作可能となっており、このために本体操作部
２に湾曲操作装置３０が設けられている。この湾曲操作装置３０は、図６から明らかなよ
うに、操作ノブ３１，３２を有し、例えば一方の操作ノブ３１は湾曲部３ｂを上下方向に
湾曲操作させ、他方の操作ノブ３２は左右方向に湾曲操作させるためのものである。これ
ら操作ノブ３１，３２には同軸に設けた中空回転軸３３，３４がそれぞれ連結されており
、これらの中空回転軸３３，３４は本体操作部２のケーシング２ａ内に延在されて、プー
リ３５，３６に連結されている。そして、各プーリ３５，３６には、それぞれ一対の操作
ワイヤ３７が巻回して設けられ、操作ノブ３１，３２を操作すると、プーリ３５，３６が
回転して、一方の操作ワイヤ３７が牽引されると共に、他方の操作ワイヤ３７が繰り出さ
れる結果、湾曲部３ｂが牽引された側の操作ワイヤ３７に沿って湾曲する。
【００２５】
　起伏操作レバー２０の回転ドラム２１は、湾曲操作装置３０を構成する中空回転軸３１
，３２と同軸に設けられており、この回転ドラム２１と外側に位置する中空回転軸３２と
の間には中空の固定軸３８が介装されている。そして、この固定軸３８には規制ドラム３
９が螺合されており、この規制ドラム３９と回転ドラム２１との間に、この回転ドラム２
１の回転角規制機構が設けられて、起伏操作レバー２０の操作による処置具起立台１５の
起立角は最小角度位置から最大角度位置までに限定される。
【００２６】
　図５からも明らかな通り、回転ドラム２１には円弧溝４０が形成されており、また規制
ドラム３９にはストッパ部材４１が設けられ、このストッパ部材４１は円弧溝４０に係合
している。従って、起伏操作レバー２０を操作して、回転ドラム２１を回転させると、ス
トッパ部材４１は円弧溝４０の両側の溝端部４０ａ，４０ｂ間で回動することによって処



(7) JP 2010-201020 A 2010.9.16

10

20

30

40

50

置具起立台１５の起伏動作が行われる。即ち、回転ドラム２１の回転角は、この回転ドラ
ム２１に形成した円弧溝４０により規制される。回転ドラム２１を規制ドラム３９に設け
たストッパ部材４１が円弧溝４０の一方の溝端部４０ａに当接していると、操作ワイヤ３
７が繰り出されて、処置具起立台１５は倒伏状態となり、これが図３に実線で示した処置
具起立台１５の最小角度位置である。また、回転ドラム２１を矢印方向に回転させると、
処置具起立台１５が起立動作を行い、ストッパ部材４１が溝端部４０ｂに当接すると、処
置具起立台１５は図３に仮想線で示した位置まで起立動作し、この位置が最大角度位置と
なる。
【００２７】
　処置具起立台１５に連結して設けた回動軸１６には、レバー収容空間１７内において、
従動レバー１８が連結されているが、この従動レバー１８を軽い負荷で円滑に回動させる
ために、このレバー収容空間１７内において他の部材と干渉しないことを条件として、最
大限の長さを持たせている。そして、コントロールケーブル２８の操作ワイヤ２６は、貫
通孔２９からレバー収容空間１７内に延在されて、従動レバー１８の先端位置、つまり回
動軸１６への連結部とは反対側の端部に連結されている。
【００２８】
　図７において、従動レバー１８が仮想線で示した位置では、処置具起立台１５の最小角
度位置となり、同図に実線で示した位置になると、処置具起立台１５は最大角度位置とな
る。処置具起立台１５を最小角度位置方向に向けて変位させる際には、コントロールケー
ブル２８の操作ワイヤ２６を可撓性スリーブ２７から送り出すように操作し、逆に処置具
起立台１５を最大角度位置側に向けて変位させる際には、操作ワイヤ２６を引っ張る方向
に操作する。従動レバー１８は回動軸１６を回動させるためのものであり、回動軸１６と
の連結部から離れた位置に連結した操作ワイヤ２６を押し引き操作したときに、円滑かつ
確実に操作力が伝達され、従動レバー１８に曲げ力や捩り力が作用しないようにするため
に、従動レバー１８をガイドするレバーガイド機構を備えている。このレバーガイド機構
は、図４及び図７から明らかなように、レバー収容空間１７と処置具起立空間１４とを区
画形成する側部隔壁１４ｂのレバー収容空間１７側の面に設けたガイド溝４２と、従動レ
バー１８の側面に形成され、図８に示したように、このガイド溝４２に係合する突起４３
とから構成される。
【００２９】
　ガイド溝４２は回動軸１６を中心とした円弧状に形成されており、このガイド溝４２に
係合する突起４３は、従動レバー１８において、回動軸１６への連結部と、操作ワイヤ２
６を連結した部位とのほぼ中間位置、または操作ワイヤ２６の連結部側に偏寄した位置と
なっている。そして、ガイド溝４２は少なくとも処置具起立台１５の最小角度位置から最
大角度位置までの回動ストロークの全長に及ぶ長さを有するものである。
【００３０】
　本実施形態における側視内視鏡１は以上のように構成されるものであって、この側視内
視鏡１が十二指腸鏡として構成されている場合には、その挿入部３の先端硬質部３ｃを十
二指腸における乳頭の位置まで挿入する。そして、例えば胆管に処置具としてカニュレー
ションチューブを挿入する場合には、このカニュレーションチューブを本体操作部２に設
けた処置具導入部５から処置具挿通路１３内に挿入する。このときには、処置具起立台１
５は最小角度位置に保持しておく。
【００３１】
　カニュレーションチューブは、処置具挿通路１３から処置具起立空間１４内に導かれ、
処置具起立台１５の処置具ガイド面１５ａに沿って摺動し、処置具導出口１４ａから導出
されることになる。この状態から処置具起立台１５を起立操作すれば、処置具導出口１４
ａから基端側に向けて曲げられるようにしてターゲットとなる乳頭に指向させることがで
きる。
【００３２】
　処置具起立台１５を起伏させる操作は起伏操作レバー２０を回動操作することにより行
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われ、この操作により操作ワイヤ２７が可撓性スリーブ２７内で押し引きされることにな
る。ここで、操作ワイヤ２７により従動レバー１８に伝達されるのは回転方向の力ではな
く、前後に押し引きするものである。しかも、操作ワイヤ２７及び可撓性スリーブ２７か
らなるコントロールケーブル２８は曲げ方向に可撓性を有するものである。そして、レバ
ー収容空間１７のスペースを小さくし、また挿入部３の先端部分の軽量化を図る等の点か
ら、従動レバー１８が厚みの薄いもので構成し、しかも操作力の伝達を良好にするために
長尺化させており、このために操作ワイヤ２７の操作力が回動軸１６を回動させる方向に
のみ作用させることができず、様々な方向の力が作用することになる。
【００３３】
　しかしながら、従動レバー１８に設けた突起４３が側部隔壁１４ｂに設けたガイド溝４
２に沿って確実にガイドされるので、たとえ操作ワイヤ２７の押し引きにより従動レバー
１８に対して様々な方向の力が作用したとしても、従動レバー１８は円滑に、しかも確実
に回動動作を行うことになる。その結果、処置具起立台１５は、起伏操作レバー２０の操
作角に正確に追従して起伏動作が行われ、処置具の方向を正確に調整することができるよ
うになる。
【００３４】
　ところで、側視内視鏡１の挿入部３を十二指腸にまで挿入するには、食道から胃を経由
することになるが、この挿入経路はかなりの長さがある。しかも、この挿入経路は複雑に
曲がっており、経路途中には狭窄部があり、拡張部もあるというように、不均一な経路で
あることから、挿入部３の挿入操作は、その挿入方向を確認しながら慎重に行わなければ
ならない。しかしながら、側視内視鏡１においては、観察窓１２の観察視野の方向は挿入
部３の軸線と直交する方向を向いていることから、挿入方向の前方を内視鏡観察手段によ
る視野内に収めることはできない。
【００３５】
　以上のことから、図９に示したように、側視内視鏡１の体腔内への挿入時には、処置具
挿通路１３内に細径の直視内視鏡１００を挿入して、先端硬質部３ｃの前方視野を確保す
るように構成することができる。これによって、挿入部３の体腔内への挿入操作時には処
置具挿通路１３に挿入した直視内視鏡１００により前方視野を確保し、所定の位置、つま
り先端硬質部３ｃが十二指腸内に位置したときに、この直視内視鏡１００を処置具挿通路
１３から引き出して、この処置具挿通路１３をカニュレーションチューブ等の処置具を挿
通することができるようにすることができる。
【００３６】
　そこで、先端硬質部３ｃにおける処置具起立空間１４の前端壁１４ｃに処置具挿通路１
３の前方位置に透視領域を形成して、直視内視鏡１００の前方視野を確保する。ここで、
挿入部３における先端硬質部３ｃは、剛性部材からなる先端部本体５０を有し、この先端
部本体５０の外周部はカバー部材５１により覆われている。前述した透視領域は先端部本
体５０に穿設した透孔５２と、カバー部材５１に設けた透明窓５３とから構成されている
。透明窓５３はカバー部材５１に形成した透孔５２に設けた薄板からなる透明板を装着す
ることにより構成されている。
【００３７】
　そして、処置具起立空間１４には処置具起立台１５が設けられており、この処置具起立
台１５は、処置具を処置具導出口１４ａに導くために、最小角度位置から最小角度位置ま
での起伏動作範囲では、透明窓５３を覆っている。従って、直視内視鏡１００による前方
視野を確保する際には、処置具起立台１５を最小角度位置よりさらに倒伏させて、この処
置具起立台１５を退避させる必要がある。
【００３８】
　そこで、図１０に示したように、起伏操作レバー１２０に連結され、湾曲操作装置を構
成する中空回転軸３１，３２と同軸に設けられている回転ドラム１２１に、その回転角を
規制する機構として、回転ドラム１２１に円弧溝１４０が形成され、規制ドラム１３９に
はストッパ部材１４１が設けられて、起伏操作レバー１２０の操作による処置具起立台１
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５の起立角が最小角度位置から最大角度位置までに限定される。これによって、処置具起
立台１５は円弧溝１４０の両側の溝端部１４０ａ，１４０ｂに当接する位置の間の角度分
動作する。これを起立操作モードによる動作範囲とする。そして、起伏操作レバー１２０
は、回転ドラム１２１の円弧溝１４０と規制ドラム１３９に設けたストッパ部材１４１と
による起立操作モードの動作範囲の制限を解除して、処置具起立台１５を最小角度位置よ
り小さい角度まで倒伏させる操作を行う制限外操作モードとすることができる構成として
いる。
【００３９】
　このために、ストッパ部材１４１は規制ドラム１３９に対して固定的に設けられている
のではなく、規制ドラム１３９に穿設した透孔１３９ａに装着されており、固定軸３８の
外周面とストッパ部材４１との間に弾装したばね１４２により外周面から出没可能として
いる。そして、ストッパ部材１４１が回転ドラム１２１における円弧溝１４０の溝端部１
４０ａに当接している状態で、処置具起立台１５がさらに小さい角度となる方向に向けて
起伏操作レバー１２０を強制的に回動させると、ストッパ部材１４１がばね１４２の付勢
力に抗して押し下げられ、ストッパ部材１４１による回転ドラム１２１の規制が解除され
る。この動作を可能にするために、ストッパ部材１４１の先端部分を凸球面形状として、
回転ドラム１２１における円弧溝１４０内の部位からその表面に当接する位置に移動でき
るようにしている。その結果、処置具起立台１５は最小角度位置よりさらに小さい角度と
なるように変位させることができる。
【００４０】
　このように、ストッパ部材１４１による回転ドラム１２１の動作範囲の規制を解除する
ことにより制限外操作モードとなって、回転ドラム１２１はさらに大きく回動する。これ
が処置具起立台１５の位置が退避位置であり、処置具起立台１５がこの退避位置に変位す
ると、処置具挿通路１３の前方位置が開放されて、図９に示した状態となる。また、起立
操作レバー１２０を起立操作モードの範囲内となるように戻すと、ばね１４２の作用でス
トッパ部材１４１が円弧溝１４０に係合する状態に復帰することになる。
【００４１】
　従って、起伏操作レバー２０の操作量は、処置具起立台１５の最小角度位置から最大角
度位置までの間に加えて、最小角度位置から退避位置に至るまでのストローク分だけ大き
くなる。処置具起立台１５を起伏させる操作は起伏操作レバー２０を回動操作することに
より行われることになり、これに追従して回動する従動レバー１８の回動ストロークも大
きくなる。従って、従動レバー１８の動作の安定性がさらに悪くなり、特に操作ワイヤ２
６により従動レバー１８を押し出す方向に移動させる際における回動ストローク端位置近
傍において、操作ワイヤ２６から従動レバー１８への押し込み力の伝達性が低下する。そ
こで、側部隔壁１４ｂのレバー収容空間１７側の面に設けたガイド溝４２（図７参照）の
円弧角を回動ストロークの増大分だけ大きくする。これによって、従動レバー１８に設け
た突起４３がガイド溝４２にガイドされて回動することになるので、最小角度位置から退
避位置に至るまで処置具起立台１５させる動作も円滑に行われる。
【符号の説明】
【００４２】
１　側視内視鏡　　　　　　　　　　　　　２　本体操作部
３　挿入部　　　　　　　　　　　　　　　３ａ　軟性部
３ｂ　湾曲部　　　　　　　　　　　　　　３ｃ　先端硬質部
１０　平坦面部　　　　　　　　　　　　　１３　処置具挿通路
１４　処置具起立空間　　　　　　　　　　１４ａ　処置具導出口
１５　処置具起立台　　　　　　　　　　　１６　回動軸
１７　レバー収容空間　　　　　　　　　　１８　従動レバー
２０　起伏操作レバー　　　　　　　　　　２１，１２１　回転ドラム
２６　操作ワイヤ　　　　　　　　　　　　２７　可撓性スリーブ
２８　コントロールケーブル　　　　　　　３９，１３９　規制ドラム
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４０，１４０　円弧溝　　　　　　　　　　４１，１４１　ストッパ部材
４２　ガイド溝　　　　　　　　　　　　　４３　突起
５０　先端部本体　　　　　　　　　　　　５１　カバー部材
５２　透孔　　　　　　　　　　　　　　　５３　透明窓

【図１】 【図２】
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